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『
全
刑
法
雑
誌
』
第
七
二
巻
　
（
一
九
六
〇
年
）

　
一
八
八
○
年
に
U
。
9
0
妻
と
く
・
＝
雷
け
に
よ
つ
て
創
刊
せ
ら
れ
た
本
誌
は
・

い
わ
ゆ
る
”
刑
法
学
派
の
争
い
”
の
一
端
を
荷
い
つ
つ
今
日
に
至
る
ま
で
、
変

ら
ぬ
推
進
者
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
．
リ
ス
ト
一
派
の
旗
印
で
あ
る
新
派
刑
法

学
こ
そ
、
改
め
て
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
｝
派
の
他
の

主
張
に
か
か
る
刑
法
改
正
運
動
に
は
、
久
し
き
に
わ
た
つ
て
多
大
の
貢
献
を
な

し
て
き
た
し
、
又
、
現
在
も
そ
の
使
命
を
遂
行
し
て
い
る
．

　
い
わ
ゆ
る
旧
派
刑
法
学
の
牙
城
で
あ
つ
た
有
力
な
雑
誌
U
Φ
り
O
母
言
算
器
即
巴

が
、
第
二
次
大
戦
の
末
期
に
忽
然
と
し
て
息
絶
え
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
の
に

比
べ
て
、
戦
後
一
時
中
断
し
た
に
せ
よ
．
こ
こ
に
齢
八
○
年
を
算
え
て
い
る
本

誌
は
名
実
と
も
に
全
刑
法
雑
誌
の
名
に
価
す
る
と
い
え
よ
う
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
　
　
（
四
五
六
）

　
本
誌
は
二
人
の
創
刊
者
の
死
後
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
刑
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
及
び

そ
の
出
身
者
、
殊
に
国
o
包
寅
琶
9
の
門
下
の
手
で
久
し
く
編
輯
さ
れ
て
い

た
。　

一
九
四
四
年
第
六
二
巻
四
分
冊
で
休
刊
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
本
誌
が
、
哺
九

五
〇
年
に
第
六
三
巻
を
世
に
送
つ
た
と
ぎ
、
そ
の
冒
頭
に
コ
！
ル
ラ
ウ
シ
ュ
の

た
め
の
追
悼
の
言
葉
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
．

　
こ
れ
は
、
ま
さ
に
ド
イ
ツ
現
代
刑
法
学
へ
の
序
曲
で
あ
つ
た
。
そ
の
後
の
本

雑
誌
の
形
式
、
内
容
と
も
に
、
も
は
や
そ
こ
に
は
リ
ス
ト
の
色
彩
、
ベ
ル
リ
ン

大
学
刑
法
研
究
室
の
線
は
さ
ほ
ど
鮮
明
に
現
わ
れ
て
は
い
な
く
て
、
か
え
つ

て
、
戦
争
中
か
ら
拾
頭
を
は
じ
め
た
目
的
的
行
為
論
と
そ
の
批
判
者
の
群
雄
割

拠
の
形
姿
が
見
ら
れ
る
。
も
つ
と
も
、
共
同
編
輯
者
の
中
シ
ュ
ミ
ッ
ト
、
ラ
ン

ゲ
、
ガ
ラ
ス
、
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
伝
統

を
受
け
つ
い
で
は
い
る
が
．
現
在
の
各
人
の
主
張
は
か
な
り
異
な
つ
た
方
向
を

示
し
て
い
る
。

　
そ
の
他
の
編
輯
者
で
あ
る
エ
γ
ギ
ッ
シ
ュ
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
、
　
ハ
イ
ニ
ッ

ツ
、
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
は
な
る
ほ
ど
当
代
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
を
そ
れ
ぞ
れ
代
表
す

る
人
達
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
併
せ
て
考
え
る
と
き
、
全
刑
法

雑
誌
の
与
え
る
印
象
は
ま
こ
と
に
雑
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
．
本
誌
の

変
ら
ぬ
使
命
は
、
刑
法
学
に
対
す
る
豊
か
な
寄
与
、
刑
法
改
正
運
動
に
対
す
る

指
導
力
と
各
国
刑
法
学
者
か
ら
の
寄
稿
を
主
と
し
た
比
較
法
研
究
の
一
大
拠
点



で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
六
〇
年
第
七
二
巻
は
復
刊
以
来
一
年
四
分
冊
と
す
る
例
を
破
り
、
第

一
・
第
二
分
冊
、
第
三
・
第
四
分
冊
が
そ
れ
ぞ
れ
合
併
号
と
な
り
、
前
者
は
創

立
一
〇
〇
年
を
迎
え
た
ド
イ
ッ
法
曹
会
議
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
会
に
捧
げ
ら
れ
て

い
る
。

　
本
巻
の
特
色
を
一
九
五
八
・
五
九
年
の
両
巻
と
比
べ
て
み
よ
う
。
周
知
の
通

り
、
西
独
で
は
、
現
在
刑
法
改
正
事
業
が
一
九
五
四
年
以
来
、
進
行
中
の
と
こ

ろ
、
一
九
五
六
年
に
総
則
の
改
正
草
案
、
一
九
五
八
年
に
各
則
を
も
加
え
た
改

正
案
が
公
表
さ
れ
た
．

　
本
誌
に
は
、
こ
の
各
草
案
発
表
の
都
度
、
こ
れ
ら
を
め
ぐ
つ
て
そ
の
論
議
が

数
多
く
登
載
さ
れ
た
．
U
九
五
九
年
の
七
〇
巻
に
は
八
編
に
上
る
論
文
が
な
ん

ら
か
の
形
で
改
正
草
案
の
規
定
に
対
す
る
賛
否
の
声
を
寄
せ
て
い
る
．

　
本
巻
で
も
、
二
、
三
の
論
稿
が
こ
れ
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
が
、
他
の
多
く

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
多
彩
な
テ
ー
マ
に
つ
き
論
及
し
て
お
り
、
本
誌
の
従
来
の
姿

に
立
ち
帰
つ
た
と
論
評
し
う
る
。

　
以
下
、
登
載
論
文
に
つ
き
、
我
が
刑
法
学
会
に
と
つ
て
も
関
心
の
対
象
た
り

う
る
も
の
を
中
心
と
し
て
、
重
点
的
な
紹
介
、
批
判
を
な
し
た
い
と
考
え
る
。

　
な
お
、
詳
し
く
は
別
の
機
会
に
、
論
文
．
資
料
の
中
に
そ
れ
ら
を
取
り
上
げ

る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
極
く
限
ら
れ
た
分
析
批
判
し
か
な
さ
な
い
こ
と
を
一
応

お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

　
卜
国
§
ミ
、
軸
§
壕
勺
言
饗
織
ミ
　
網
ミ
§
§
9
ミ
ε
9
ま
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ミ
9
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ミ
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§
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ミ

§
ぎ
§
誉
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ミ
ミ
き
噂
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“
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削
除
前
の
ド
イ
ッ
刑
法
二
条
b
は
．
一
九
三
四
年
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
聯
合
部

決
定
が
法
文
化
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。

「
或
る
者
が
数
ケ
の
刑
法
規
定
の
一
つ
に
違
反
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
、
し
か

も
事
実
の
確
定
が
選
択
的
に
の
み
行
い
う
る
場
合
に
は
、
行
為
者
は
最
も
軽
い

法
律
規
定
に
よ
つ
て
処
罰
せ
ら
れ
る
」

　
こ
の
規
定
は
、
実
務
上
・
理
論
上
の
混
乱
に
終
止
符
を
う
つ
た
一
応
の
立
法

上
の
解
釈
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
．
一
九
四
六
年
一
月
三
〇
日
の
管
理
理
事

会
令
二
号
に
よ
つ
て
廃
止
さ
れ
、
又
も
や
実
務
に
問
題
を
委
ね
る
こ
と
と
な

つ
た
．

　
筆
者
は
実
務
家
と
し
て
久
し
く
こ
の
問
題
に
つ
き
論
稿
を
寄
せ
、
本
誌
に
戦

後
に
も
（
戦
前
に
も
二
度
本
誌
上
に
論
文
を
発
表
）
＜
霞
霞
亙
冒
農
窪
騰
≦
昌
一
－

号
5
眞
霞
弓
暮
審
魯
①
眞
崔
区
一
轟
。
ダ
冒
N
幹
≦
●
象
（
お
㎝
鱒
）
o
Q
」
誘
と

題
す
る
論
文
を
発
表
し
た
．
こ
こ
に
問
題
の
究
明
に
ピ
リ
オ
ド
を
う
つ
べ
く
、

再
び
こ
の
テ
ー
マ
を
扱
つ
た
本
論
文
を
世
に
問
う
た
。
本
来
・
こ
の
テ
ー
マ
は

刑
法
で
な
く
、
刑
訴
法
の
問
題
で
あ
り
、
事
実
、
刑
法
改
正
大
委
員
会
に
お
い

て
も
こ
の
点
に
つ
き
諮
間
さ
れ
、
議
論
が
あ
つ
た
が
、
結
局
は
刑
法
改
正
の
問

題
で
は
な
い
と
し
て
、
草
案
中
に
規
定
を
見
ず
に
終
つ
た
．

　
A
は
時
計
の
窃
盗
に
つ
き
訴
追
さ
れ
た
が
、
A
は
そ
れ
を
未
知
の
人
か
ら
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
　
（
四
五
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

つ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
裁
判
所
は
貯
物
罪
を
構
成
す
る
も
の
と

し
て
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
そ
の
理
由
中
に
、
「
被
告
人
は
窃
盗
の
点
を

争
い
、
時
計
を
未
知
の
人
か
ら
買
つ
た
と
主
張
す
る
が
、
審
理
の
結
果
、
彼
自

身
窃
盗
の
疑
い
が
濃
厚
で
あ
る
が
、
当
法
廷
は
そ
れ
に
つ
い
て
充
分
な
確
信
を

得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
被
告
人
は
三
マ
ル
ク
で
時
計
を
買
つ
た
と
い
う
が
、

こ
の
値
段
は
時
計
の
実
際
の
価
値
と
比
べ
れ
ば
非
常
に
安
く
、
被
告
人
が
そ
れ

を
可
罰
的
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
も
の
と
思
料
せ
し
め
る
。
よ
つ
て
、
被
告
人

は
こ
の
時
計
を
駐
物
に
よ
つ
て
得
た
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
云
々
」

　
筆
者
は
こ
の
問
題
に
つ
き
、
有
罪
宣
告
を
な
す
た
め
の
要
件
、
聯
邦
裁
判
所

の
判
例
の
動
向
．
刑
の
量
定
、
法
律
的
規
制
、
そ
の
規
制
を
ど
こ
に
置
く
か
、

立
法
形
式
等
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
周
知
の
ご
と
く
．
我
が
刑
訴
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
防
禦
を
容
易
な
ら
し

め
る
た
め
、
不
意
討
ち
を
避
け
る
た
め
の
配
慮
と
し
て
、
原
告
官
側
の
主
張
立

証
を
予
め
知
ら
せ
る
た
め
に
訴
因
、
罰
条
を
明
示
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い

る
．
本
問
題
は
、
実
体
形
成
の
途
上
で
訴
因
変
更
の
必
要
が
生
じ
る
場
合
に
つ

き
、
大
陸
法
的
な
考
え
方
か
ら
な
ん
ら
か
の
手
が
か
り
を
う
る
た
め
の
参
考
と

な
る
。

　
禦
b
禽
3
§
ミ
塁
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b
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軌
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§
ぴ
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§
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§
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一
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（
四
五
八
）

　
一
九
六
〇
年
草
案
に
お
け
る
刑
罰
と
保
安
、
改
善
処
分
等
の
二
元
主
義
に
つ

い
て
論
じ
た
実
務
家
ら
し
い
、
手
堅
い
が
、
理
論
的
に
は
つ
ま
ら
な
い
論
文
．

　
労
役
所
で
の
収
容
者
の
性
格
お
よ
び
人
格
と
処
分
と
の
関
係
、
末
尾
で
行
状

責
任
を
傾
向
犯
に
つ
き
ふ
れ
て
い
る
個
所
が
目
に
つ
く
程
度
。

　
勾
響
ミ
勢
、
箇
き
ミ
蔑
ミ
煩
§
ε
§
§
戚
問
帖
ミ
ミ
。
。
婁
§
匙
ミ
。
。
魯
。
。
別
ミ
ミ
註
§

画
§
鱒
蓉
む
恥
。
D
象
慧
§
s
§
唾
S
o
o
●
お
第

　
筆
者
は
一
九
六
〇
年
キ
ー
ル
で
教
授
資
格
を
取
得
し
た
H
・
マ
イ
ヤ
ー
の
弟

子
（
夷
一
。
O
昌
毘
9
閃
8
算
…
画
国
二
巨
召
言
o
一
三
ぎ
這
①
○
）
。
刑
法
改
正
資

料
二
の
一
に
違
法
性
阻
却
、
責
任
阻
却
を
書
い
て
い
る
。
被
害
者
の
同
意
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
G
A
一
九
五
四
年
に
発
表
し
て
い
る
。
ド
ク
タ
ー
論
文
も
同

じ
テ
ー
マ
。
同
意
に
つ
い
て
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
。

　
同
意
は
日
本
語
で
は
一
つ
の
言
葉
で
表
わ
す
が
、
ド
イ
ッ
語
で
は
国
言
且
一
－

一
蒔
琶
o
q
（
違
法
性
阻
却
）
と
国
冒
お
話
蔓
呂
三
⑩
（
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
）
に
使

い
分
け
て
い
る
。
筆
者
は
．
こ
の
よ
う
な
多
様
な
同
意
規
定
を
法
が
如
何
に
と

り
扱
う
べ
き
か
を
一
九
五
九
年
案
に
て
ら
し
て
批
判
す
る
。
筆
者
は
非
常
に
分

析
し
て
考
察
す
る
こ
と
の
好
き
な
人
の
よ
う
で
あ
る
。
轟
一
。
N
ξ
ξ
ぎ
ぎ
串

一
窪
勺
ぎ
堕
ぎ
・
9
冒
竃
o
P
悔
●
国
り
一
目
●
望
即
．
窃
『
㎎
．
ω
。
8
論
。

　
問
題
を
国
営
≦
旨
蒔
醒
眞
と
田
嚢
Φ
琶
鼠
こ
三
皿
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
総
則

の
規
定
、
各
則
の
規
定
に
分
け
て
、
「
同
意
」
の
内
容
を
細
か
く
分
析
し
、
現

行
法
は
も
と
よ
り
草
案
の
規
定
の
方
法
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
つ



つ
．
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
お
け
る
不
法
の
内
容
と
の
相
関
関
係
を
よ
く
研
究
す

る
こ
と
を
提
案
す
る
．
筆
者
の
研
究
は
草
案
理
由
書
が
い
ま
だ
公
刊
さ
れ
て
な

い
と
き
に
な
さ
れ
た
故
、
立
法
者
の
真
意
を
離
れ
た
批
判
が
見
受
け
ら
れ
る
き

ら
い
は
あ
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
み
た
と
き
は
、
大
へ
ん
詳
細
か
つ
着
実

な
研
究
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
我
々
も
こ
れ
ま
で
同
意
一
般
を
、
正
当
化
事
由
の
中
で
、
し
か
も
莫
然
と
考

え
て
い
た
き
ら
い
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
再
考
さ
せ
る
も
の
を
も
つ
て

い
る
。
た
だ
、
筆
者
の
余
り
に
も
細
か
な
分
析
的
研
究
態
度
は
、
問
題
の
核
心

を
ど
こ
に
お
く
か
の
点
で
焦
点
を
ぼ
か
す
お
そ
れ
は
な
か
ろ
う
か
。
一
体
同
意

の
本
質
は
何
な
の
か
、
私
人
の
同
意
が
刑
法
上
の
一
般
的
正
当
化
事
由
と
し
て

と
り
あ
げ
ら
れ
る
根
拠
は
何
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
、
筆
者
の
究
明
は
余

り
深
く
な
い
と
の
印
象
を
与
え
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
も
つ
と
も
、
各
則

中
の
同
意
の
規
定
が
、
そ
の
法
益
と
の
関
係
で
複
雑
な
内
容
を
も
つ
て
い
る
の

で
あ
つ
て
、
総
論
的
問
題
と
し
て
一
般
的
に
論
ず
る
こ
と
は
不
充
分
で
あ
る
と

す
る
主
張
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
印
象
こ
そ
が
、
ま
ず
第
一
の
狙
い
ど
こ
ろ
な

の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
好
論
文
の
一
つ
で
あ
る
。

　
寅
S
卜
9
§
驚
、
誉
喚
ミ
恥
§
＆
ミ
魯
ミ
。
。
。
§
器
饗
慕
㎏
ω
．
8
論
．

　
不
真
正
不
作
為
犯
の
場
合
に
、
結
果
発
生
防
止
の
た
め
介
入
す
る
義
務
が
あ

る
か
否
か
が
い
わ
ゆ
る
保
障
人
説
の
一
つ
の
根
拠
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
．
い
わ

ゆ
る
法
義
務
の
メ
ル
ク
マ
：
ル
の
一
つ
と
し
て
、
そ
れ
は
不
真
正
不
作
為
犯
を

　
　
　
紹
介
と
批
評

論
ず
る
場
合
に
言
及
さ
れ
る
．
こ
こ
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
事
後
的
故
意
と
よ
ば

れ
る
も
の
は
、
先
行
行
為
の
問
題
解
決
の
努
力
の
背
後
に
、
必
ず
と
い
つ
て
よ

い
程
現
わ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

　
筆
者
は
こ
の
事
後
的
故
意
に
つ
き
、
因
α
。
慶
岳
ダ
国
臣
箏
象
器
霞
の
主
張
を

紹
介
し
た
学
説
史
的
素
描
の
後
、
特
に
目
的
的
行
為
論
と
対
決
す
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
人
間
行
為
を
目
的
行
為
と
考
え
、
故
意
は
少
く
と
も
行
為
の
際

に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
目
的
的
行
為
の
立
場
か
ら
み
れ

ぽ
、
実
行
行
為
の
終
了
後
の
故
意
は
そ
の
行
為
に
接
続
す
る
不
行
為
に
属
す
る

も
の
、
す
な
わ
ち
不
作
為
故
意
で
あ
り
、
決
し
て
作
為
故
意
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
と
し
て
、
事
後
的
故
意
の
概
念
を
否
定
し
て
か
か
る
か
ら
で
あ
る
。

　
筆
者
は
こ
の
点
に
つ
き
、
目
的
的
行
為
論
に
真
向
う
か
ら
戦
を
い
ど
ん
で
い

る
。　

彼
は
結
果
を
惹
起
す
る
行
為
に
属
す
る
の
は
目
的
性
で
あ
つ
て
、
故
意
で
は

な
い
と
す
る
点
か
ら
出
発
し
、
目
的
性
と
故
意
と
を
混
同
す
る
こ
と
が
目
的
的

行
為
論
の
欠
陥
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
故
意
は
行
為
者
自
身

の
主
体
性
の
み
に
関
す
る
要
素
だ
か
ら
で
あ
り
、
故
意
は
目
的
追
及
的
な
実
質

的
意
思
と
し
て
存
在
の
客
体
性
の
中
へ
と
移
調
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
決
意
す

る
意
思
に
よ
つ
て
目
的
的
に
形
成
せ
ら
れ
た
客
観
的
（
外
部
的
）
自
己
i

o
9
①
5
貯
雷
（
晋
器
電
琶
　
の
。
ぎ
警
1
で
あ
る
。
結
果
は
行
為
者
の
故
意
の

（
目
的
的
）
行
為
に
よ
つ
て
惹
起
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
目
的
的
行
為
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
　
　
（
四
五
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

て
故
意
に
惹
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
故
意
と
目
的
性
の
間
に
は
目
的
設
定
と
目

的
実
現
の
関
係
が
あ
る
、
と
い
う
。

「
目
的
設
定
と
は
主
体
に
よ
つ
て
支
配
す
る
こ
と
の
可
能
な
．
外
界
の
変
動
の

意
識
で
あ
り
、
意
欲
で
あ
る
．
目
的
設
定
は
不
自
由
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
創
り
出
さ
れ
た
積
極
性
ー
個
人
の
自
由
か
ら
、
意
志
活
動
に
基
づ
い
て
ひ

ぎ
出
さ
れ
る
積
極
性
（
勺
3
三
呂
）
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
目
的
実
現

の
自
由
、
実
現
へ
の
決
意
、
存
在
と
い
う
現
実
に
移
調
す
る
自
己
の
可
能
性
へ

の
意
思
の
作
用
等
を
論
じ
、
こ
こ
に
目
的
性
と
は
異
な
つ
た
故
意
の
意
味
を
求

め
よ
う
と
す
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
事
後
的
故
意
は
行
為
の
後
に
生
ず
る
故
意
で
は
な
く

て
、
身
体
運
動
の
後
に
生
じ
、
行
為
に
よ
つ
て
実
現
さ
れ
た
故
意
で
あ
る
と
さ

れ
る
．
非
常
に
抽
象
的
で
、
難
解
な
論
文
で
あ
る
が
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
一
派
が

依
拠
す
る
エ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
の
哲
学
か
ら
、
フ
ィ
ナ
リ
ス
ム
ス
の
誤
謬

を
指
摘
す
る
点
は
、
今
後
の
我
々
の
研
究
に
も
、
一
つ
の
大
き
な
指
針
を
示
す

も
の
と
い
え
よ
う
。

　
フ
ィ
ナ
リ
ス
ム
ス
に
対
し
て
は
．
そ
ろ
そ
ろ
ハ
ル
ト
マ
ン
．
シ
ェ
ー
ラ
！
あ

た
り
の
哲
学
と
の
関
係
．
1
或
は
こ
れ
は
一
方
的
な
主
観
的
利
用
に
す
ぎ
な

い
か
も
知
れ
な
い
ー
を
刻
明
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　
ミ
●
ミ
蔑
織
§
匙
o
ζ
、
　
O
簿
、
き
Q
§
。
。
恥
　
帖
§
　
o
Q
肺
ミ
、
壕
ミ
ミ
　
§
§
匙
　
き
　
亀
ミ

象
蕊
馨
き
。
～
。
覧
恥
．
ω
●
一
8
舜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
　
　
（
四
六
〇
）

　
ア
メ
リ
カ
で
刑
事
学
の
研
究
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
筆
者
は
ア
メ
リ
カ
の

学
問
の
成
果
を
も
入
れ
て
最
近
多
く
の
作
品
を
出
し
て
い
る
。
旨
讐
民
寄
学

邑
ぎ
一
。
讐
。
（
一
3
①
y
の
自
三
。
。
q
ざ
号
の
く
零
酵
8
富
諾
（
お
㎝
O
）
等
。

　
犯
罪
予
後
の
問
題
は
西
独
で
も
最
近
関
心
を
集
め
て
居
り
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
大
学
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ツ
教
授
が
精
神
医
学
の
成
果
を
用
い
て
研
究
を
発
表
し

て
お
ら
れ
る
。
筆
者
は
バ
ー
ジ
ェ
ス
．
グ
リ
ュ
ッ
ク
、
レ
ッ
ク
レ
ス
等
の
主
と

し
て
ア
メ
リ
カ
の
文
献
を
用
い
た
紹
介
論
文
で
あ
り
、
独
創
性
あ
る
も
の
で
は

な
い
。

　
刑
法
の
展
開
と
犯
罪
防
止
の
成
果
、
予
後
研
究
の
展
開
、
予
後
の
諸
問
題
、

予
後
と
刑
法
、
将
来
の
課
題
に
分
説
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
六
〇
年
草
案
に
予
防
監
置
の
制
度
を
保
安
処
分
と
し
て
取
り
入
れ
た
西

独
刑
法
学
は
予
後
を
め
ぐ
つ
て
、
又
、
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
研
究
を
始
め
る
こ

と
で
あ
ろ
う
．
問
題
整
理
と
問
題
提
起
の
意
味
で
は
、
す
つ
き
り
と
よ
く
書
け

た
論
文
で
あ
る
。

　
調
§
ミ
§
§
§
O
簿
寒
ぎ
蕊
ミ
ε
き
§
ミ
§
ミ
。
。
罫
§
（
画
ミ
ミ
ご
言
N
§
）

帖
§
愚
箋
ご
9
§
、
魯
§
Q
＆
§
魯
。
。
恥
ミ
ミ
。
。
。
。
魯
§
㌣
曽
養
、
慧
。
ミ
勲
の
●

冨
轟
弗

　
国
家
の
存
立
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
の
論
文
。
東
西
ド
イ
ッ
の
分
裂
が
こ

こ
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
ド
イ
ツ
国
民
の
た
め
に
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
勾
．
警
ぎ
緊
。
。
§
ミ
じ
Q
。
註
匙
恥
」
爵
嶋
§
Q
§
§
3
包
S
ミ
簿
。
。
ミ
s
勢
執
罫
慧
，
ω
●



ω
①
O
庸
●

　
か
つ
て
の
ナ
チ
ス
刑
法
学
の
闘
将
が
本
誌
に
寄
稿
し
た
復
活
第
一
号
と
も
い

5
べ
き
本
格
的
論
文
（
も
つ
と
も
著
書
と
し
て
は
き
鵯
呂
の
貫
鑑
話
。
享
を
す
で

に
公
刊
し
て
い
る
）
．
内
容
的
に
は
、
本
巻
中
、
最
も
注
目
す
べ
き
、
好
論
文
で

あ
る
。

　
理
論
上
の
理
由
か
ら
．
従
来
、
社
会
相
当
行
為
を
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
と
解

し
て
い
た
正
し
い
説
を
放
棄
し
て
、
そ
れ
を
不
法
阻
却
事
由
と
解
す
る
に
至
つ

た
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
立
場
を
批
判
し
て
、
旧
説
の
正
し
さ
を
論
証
し
よ
う
と
し

た
も
の
。
一
部
は
私
の
別
稿
で
紹
介
し
た
（
本
誌
三
四
巻
一
二
号
六
一
頁
以
下
）
．

　
社
会
相
当
行
為
は
加
罰
性
を
制
限
も
し
く
は
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
行
為
者
に
有
利
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
立
法
者
の
任
務

た
る
罪
刑
法
定
主
義
の
確
立
を
何
等
動
揺
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
立

場
に
立
ち
、
こ
の
理
論
を
肯
定
し
、
錯
誤
論
か
ら
、
根
本
問
題
に
か
え
つ
て
実

質
的
違
法
論
に
よ
つ
て
そ
の
正
当
性
を
立
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
．
構
成
要
件

の
規
範
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
関
連
し
て
、
そ
の
相
違
を
論
じ
、
禁
止
の
錯
誤
を

社
会
相
当
行
為
に
つ
い
て
の
錯
誤
に
認
め
て
い
る
。

　
S
憩
鶏
§
ミ
、
笥
§
鳶
、
ミ
駐
e
ミ
零
8
ぴ
ミ
ミ
馨
　
§
§
賊
、
曾
蕊
薄
註
§
ぎ
9
§
ミ
D

Go
・
ω
O
刈
弗

　
ベ
ル
リ
ン
工
科
大
学
の
助
手
時
代
に
卑
巳
。
ビ
起
信
区
ω
訂
亀
Φ
（
ご
鴇
）

を
公
刊
し
、
そ
の
後
キ
ー
ル
大
学
の
犯
罪
研
究
所
研
究
員
と
し
て
国
匡
巨
轟
一
・

　
　
　
　
紹
介
之
批
評

冨
富
磐
笹
吋
（
這
8
）
を
世
に
問
う
た
。

　
早
期
犯
罪
と
累
犯
の
問
題
は
非
常
に
大
ぎ
な
関
心
を
喚
び
、
一
九
五
七
年
の

第
九
回
犯
罪
生
物
学
協
会
会
議
の
テ
ー
マ
に
な
つ
た
程
で
あ
る
（
民
匡
邑
暴
一
，

げ
8
一
〇
讐
零
ぎ
O
£
S
≦
畦
鼠
マ
品
窪
ω
拝
目
●
会
議
の
紹
介
、
本
誌
三
一
巻
一

号
）
。

　
筆
者
は
こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
き
、
エ
ク
ス
ナ
ー
、
ゼ
ー
リ
ッ
ヒ
、
ザ
ウ
ア

ー
、
近
く
は
フ
ラ
イ
（
∪
零
句
急
ゲ
ζ
一
目
訂
巴
一
①
　
因
ぎ
犀
蜜
＝
零
霞
嘗
。
魯
忠
●

ら
9
）
の
研
究
成
果
を
用
い
て
説
明
し
、
累
犯
の
本
質
、
早
期
犯
罪
の
本
質
、

早
期
犯
罪
者
の
認
識
可
能
性
、
早
期
犯
罪
者
の
処
遇
に
つ
き
論
じ
る
．

　
自
己
の
実
務
上
の
体
験
か
ら
出
た
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
著
書
を
用
い
て

問
題
を
整
理
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
特
に
す
ぐ
れ
た
主
張
も
見
当
ら
な
い
。

　
単
な
る
紹
介
記
事
に
終
つ
て
い
る
。

　
』
壕
暮
ミ
困
9
零
、
§
9
§
ミ
凶
§
壕
窓
§
鴇
匙
ミ
切
恥
ご
＆
軌
ミ
ε
e
寒
菌
。
§
ミ
＆
，

唱
ミ
。
。
q
蕊
嬬
罫
ぎ
ま
§
．
ω
，
合
o
。
第

　
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
死
に
よ
つ
て
、
教
授
資
格
取
得
の
道
が
と
ざ
さ
れ
、
久

し
く
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
の
裁
判
所
で
実
務
に
つ
く
一
方
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大

学
で
時
間
講
師
と
い
う
不
遇
な
研
究
生
活
を
送
つ
て
い
た
カ
ウ
フ
マ
ン
が
、
ガ

ラ
ス
に
提
出
し
た
責
任
論
に
関
す
る
研
究
（
U
器
ω
9
巳
9
ユ
目
昼
嘗
ま
冨
－

o
暮
魯
露
一
〇
零
b
獣
玲
山
霞
卑
マ
8
馨
＝
魯
o
q
暮
霞
窪
o
ゲ
q
⇒
叩
著
書
と
し
て
一
九
六

一
年
晩
秋
に
出
版
）
　
に
よ
り
、
私
講
師
と
な
つ
て
発
表
し
た
第
一
声
で
あ
り
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
　
　
　
（
四
六
一
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

こ
の
後
に
、
ザ
ー
ル
ブ
ル
ッ
ケ
ン
大
学
教
授
の
道
が
開
か
れ
た
。

　
本
稿
で
は
団
体
が
侮
辱
罪
の
客
体
た
り
う
る
か
の
問
題
に
つ
き
論
じ
ら
れ
て

い
る
。

　
学
説
に
つ
き
周
到
か
つ
豊
富
な
検
討
を
加
え
、
筆
者
の
人
格
の
に
じ
み
出
て

い
る
よ
う
な
重
厚
な
内
容
で
あ
る
．
団
体
人
格
に
つ
い
て
も
刑
法
上
の
名
誉
保

護
が
常
に
拡
張
せ
ら
れ
る
と
い
う
方
向
に
あ
る
傾
向
は
現
代
の
特
徴
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
法
は
い
か
に
し
て
承
認
す
る
か
。
聯
邦
裁
判
所
及
び
多
く
の
著
者

の
目
ざ
す
決
定
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
社
会
的
機
能
で
あ
る
。
筆
者
は
事
実
的

名
誉
概
念
に
よ
ら
ず
、
規
範
的
名
誉
概
念
に
よ
り
つ
つ
、
こ
れ
を
基
礎
に
し

て
、
団
体
人
格
の
侮
辱
は
考
え
う
る
か
、
そ
の
刑
法
上
の
規
制
の
あ
り
方
如
何

を
間
い
、
今
般
公
表
せ
ら
れ
た
刑
法
改
正
草
案
に
つ
き
、
そ
の
結
論
を
吟
味
し

て
い
る
。
名
誉
の
保
護
に
価
す
る
団
体
人
格
に
対
す
る
侮
辱
は
、
刑
法
上
処
罰

の
対
象
と
な
る
こ
と
が
論
証
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
論
文
を
載
せ
た
本
号
を
入
手
す
る
前
に
、
私
は
筆
者
か
ら
抜
刷
を
受
け

と
つ
た
。
紹
介
が
遅
れ
た
の
で
、
こ
の
誌
上
を
借
り
、
感
謝
の
意
を
表
す
る
．

　
悼
　
卜
§
鳶
き
ミ
、
O
蔚
嗣
き
ミ
ミ
＆
醤
ε
ミ
ぎ
織
ミ
旨
ミ
＆
ミ
醤
き
＆
画
ミ
§

鶏
。
。
9
嫡
ミ
匙
ミ
雲
ミ
讐
衷
ミ
・
ω
。
置
①
崩
●

　
筆
者
は
チ
ュ
ー
ピ
ン
ゲ
ン
大
学
の
助
手
．
未
成
年
者
と
そ
の
法
定
代
理
人
の

同
意
を
扱
つ
た
も
の
で
あ
る
。
同
意
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ー
ル
ズ
の
詳
細

な
研
究
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
意
能
力
を
め
ぐ
つ
て
、
独
民
法
八
二
三
条
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
四
　
　
　
　
　
（
四
ヱ
ハ
ニ
）

の
問
題
に
つ
い
て
の
文
献
を
も
併
せ
て
考
察
し
て
い
る
。
構
成
要
件
阻
却
的
な

同
意
（
田
讐
。
諾
鼠
区
づ
芭
と
正
当
化
事
由
た
る
同
意
に
分
け
て
説
い
て
い
る

が
、
二
つ
の
法
分
野
に
ま
た
が
つ
て
同
意
の
問
題
を
見
る
こ
と
は
興
味
あ
る
考

察
方
法
で
あ
る
と
思
う
が
．
た
だ
民
法
上
は
取
引
の
相
手
方
で
あ
る
第
三
者
保

護
の
点
に
重
点
が
あ
り
、
刑
法
の
場
合
の
よ
う
な
行
為
者
の
行
為
に
対
す
る
規

範
的
評
価
と
は
い
さ
さ
か
価
値
判
断
の
基
準
を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
規
定
の
機
能
上
の
差
異
を
適
確
に
つ
か
ま
え
て
か
ら
後
の
比
較
で
な
け
れ

ぽ
．
単
な
る
平
面
的
な
考
察
に
終
る
。

　
9
硫
罫
§
ミ
き
、
b
ミ
山
8
註
馬
い
㍉
禽
暮
。
。
曾
ミ
。
。
ご
。
。
．
、
帖
§
図
ミ
趣
暮
塗
奉
q
ミ
．

ω
●
＆
“
第

　
い
わ
ゆ
る
”
心
情
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
”
の
一
つ
に
交
通
法
上
の
”
無
謀
に
μ

と
い
う
も
の
が
あ
る
点
に
つ
い
て
私
は
別
稿
で
論
じ
た
こ
と
で
あ
つ
た
（
本
誌

三
四
巻
一
一
号
七
八
頁
）
。

　
本
論
文
は
こ
の
”
無
謀
に
”
と
い
う
概
念
に
つ
き
、
A
問
題
提
起
、
B
こ
れ

ま
で
の
解
決
・
そ
の
表
現
と
批
判
、
C
概
念
規
定
に
分
け
、
C
で
思
慮
に
つ
い

て
上
部
概
念
と
下
部
概
念
、
〃
無
謀
な
〃
と
い
う
概
念
、
そ
の
法
形
式
、
法
文

へ
の
移
行
等
に
つ
き
、
実
に
七
〇
頁
に
及
ぶ
解
明
を
し
て
い
る
。

　
蛍
、
§
ぴ
憎
§
9
き
ミ
切
ミ
8
ミ
＆
零
3
噴
良
ミ
需
ミ
ミ
o
。
特
こ
魯
§
s
Q
魯
。
。
霜
亀
匙
。
。
。

Q
ミ
ぎ
蕊
。
。
§
ミ
警
。
。
b
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藍
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㊦
。
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Q
ミ
画
。
ミ
。
。
ぎ
密
輩
伽
o
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脂
o
o
a
馳
き
ミ
“
§

oo

Q
§
o
。
富
9
§
9
醤
．
ω
●
㎝
ω
轟
角
．



　
シ
ユ
ミ
ッ
ト
の
．
b
一
①
OO
。
器
畠
暮
。
q
9
暮
ぴ
3
鼠
民
巴
巳
零
ま
。
房
鼠
。
辟
宰

一
一
魯
窪
碧
3
畠
胃
8
冨
農
〈
8
冨
お
び
冒
這
昭
な
る
著
書
に
あ
る
「
ラ

イ
ヒ
裁
判
所
は
そ
の
晩
年
に
六
〇
年
に
わ
た
つ
て
確
立
し
た
、
い
わ
ゆ
る
裁
量

の
任
を
ま
か
さ
れ
た
公
務
員
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
判
例
を
何
の
こ
と
わ
り

も
な
し
に
破
つ
た
」
と
い
う
発
言
に
対
し
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
、
聯
邦
裁
判
所

の
判
例
を
追
つ
て
い
つ
て
、
そ
の
正
否
を
吟
味
し
た
論
文
が
こ
れ
で
あ
る
。
実

務
家
の
手
に
な
る
た
ん
ね
ん
な
、
帰
納
的
論
証
は
よ
み
ご
た
え
が
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
．
七
〇
歳
に
達
せ
ら
れ
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授
が
、
今
な
お
、

こ
の
よ
う
に
多
く
の
人
達
に
刺
戟
を
与
え
る
よ
う
な
詳
細
な
著
書
を
世
に
送
り

出
さ
れ
た
努
力
に
、
改
め
て
敬
意
を
表
し
た
い
。

　
な
お
、
一
九
六
一
年
一
二
月
六
日
附
の
私
へ
の
私
信
の
中
で
、
教
授
は
当
分

の
間
は
刑
訴
の
研
究
に
か
か
り
切
つ
て
お
ら
れ
る
の
で
．
内
容
的
に
か
な
り
古

く
な
つ
た
リ
ス
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
刑
法
教
科
書
の
改
訂
は
、
全
面
的
な
改
訂

を
必
要
と
す
る
か
ら
、
今
の
と
こ
ろ
は
全
く
こ
れ
を
行
う
予
定
は
な
い
と
の
こ

と
で
あ
つ
た
。

　
本
誌
附
録
の
比
較
法
研
究
の
部
で
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
は
次
の
通
り
で
あ

る
。
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